
「何をすべきか」が明確に！ 自分らしい創業をつかむための５日間

受講料

無料！
葛飾区特定創業支援等事業

初 日

8/ 1（土）
13:00～17:00

2日目

8/ 8（土）
13:00～17:00

3日目

8/15（土）
13:00～17:00

4日目

8/22（土）
13:00～17:00

最終日

8/29（土）
13:00～17:00

主催： 東栄信用金庫 /  東京商工会議所葛飾支部 共催： 葛飾区
後援： （一社）東京都信用金庫協会 /  ㈱日本政策金融公庫 /  （一社）東京都中小企業診断士協会城東支部

担当／田中 ・山﨑
E-mail   k-support@toeishinkin.co.jp

TEL 03-5607-1142 FAX 03-3653-3118

お申込み

お問い合わせ

場 所

対象者

申込方法

立石地区ｾﾝﾀｰ別館 （葛飾区勤労福祉会館)
【住所 ： 葛飾区立石 ３－１２－１】

裏面の参加申込書に必要事項を記載のうえ、
メールまたはFAXにてお申し込みください。

【 経 営 】 【人材育成・販路開拓①】 【販路開拓②、その他】 【財 務、社会保険】 【ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝ作成】

創
業
塾

元 金元 金

金 利

＜創業塾を修了し葛飾区内で創業した方のメリットの例＞

保証料
葛飾区利子補給

信用保証料補助

東栄信用金庫が本人負担

保証料・金利分を補助します

通常のご融資 創業支援融資

■ ご利用にあたっては、東栄信用金庫ならびに東京信用保証協会の所定の審査がございます。
■ 審査の結果、ご要望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承願います。

資本金の０．７％ → ０．３５％ 最低税額１５万円 → ７．５万円

実 質 借 入

金利・保証料の

負担ゼロ !!

これから創業される方、創業5年以内の方
（先着３０名）

託児サービス付き
【 無 料 】

会場に消毒液、マスク、体温計を

準備し万全の態勢で開催！！



令和２年度 かつしか創業塾 スケジュール＆カリキュラム

日 時 テーマ 内 容 講 師

8/  1 ㊏

13:00～17:00

開講式

オリエンテーション

・サポート講師、事務局紹介

・創業塾全体の流れについて

・東 栄 信用金庫
・東京商工会議所葛飾支部

自分らしく生きるための
【創業】という選択

【 経 営 】

総 論

中小企業診断士

池田 安弘

【 先 輩 創 業 者 体 験 談 】 創業塾卒業生

8/  8 ㊏
13:00～17:00

人材育成の基礎
【人材育成】
相手の心理を考えた従業員の
育成方法 中小企業診断士

前田 育男
売れる商品と販路開拓の
ポイント①

【販路開拓】
商品を売るための基本戦略

8/15 ㊏
13:00～17:00

売れる商品と販路開拓の
ポイント②

【販路開拓】
ITツールを活用した販路開拓術

中小企業診断士

前田 育男

創業を成功させる為に
必要なポイント

【その他】
創業成功へのパートナー探し

東京都よろず支援拠点

コーディネーター

金子 敦彦

8/22 ㊏
13:00～17:00

財務・会計の知識
【財 務】
個人事業と法人の会計処理 税 理 士

社会保険労務士

田口 操知っておきたい
社会保険の基礎知識

【社会保険】
社会保険制度の基礎知識

8/29 ㊏
13:00～17:00

事業計画の策定・発表
【ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝ作成】

計画書の作り方とプレゼン

中小企業診断士

荒谷 司聖

おなまえ

ふりがな

生年月日
西暦 ・ 昭和 ・ 平成

年 月 日

性
別

男性 ・ 女性 ・ その他

電話番号

ご住所
〒 － メ ー ル

アドレス

創業予定

業 種

事 業の

具体的内容

あなたの創業の夢をサポートします！ お申し込みはお早めに！

担当／田中 ・山﨑
E-mail   k-support@toeishinkin.co.jp

TEL 03-5607-1142 FAX 03-3653-3118

お申込み

お問い合わせ

●個人情報の利用目的について・・・本申込書で得ました個人情報につきましては下記の利用目的の範囲でのみ利用します。
①受講時の本人確認 ②受講者台帳の作成（区へ提出） ③本創業塾に関する連絡 ④葛飾区、東栄信用金庫で行うセミナー等の案内
⑤補助金、助成金情報の連絡 ⑥各種アンケートの実施

● 3～4営業日以内に、折り返し受付確認のご連絡（Eメール）をお送りします。万が一連絡が来ない場合は、必ず事務局までお問合せください。
●葛飾区・東栄信用金庫の広報物に使用するため、当日の講義風景写真を撮影させていただく場合があります。予めご了承ください。

※お申込み日以降、随時経営サポートを実施致しますのでお気軽にお問合せ・ご相談ください。

＜創業塾を修了し葛飾区内で創業した方のメリットの例＞

①葛飾区内で会社設立時の登録免許税を軽減（株式会社及び合同会社：資本金の
0.7％→0.35％、株式会社は最低税額15万円のところ7.5万円、合同会社は最低税額
6万円のところ3万円減免／合名会社及び合資会社：登録免許税6万円のところ3万円減免）

②創業関連保証枠の拡充（1,000万円→1,500万円）

③創業関連保証の利用対象の拡充（創業2ヵ月前→6ヵ月前）
④日本政策金融公庫の新創業融資制度の利用要件の緩和（創業資金総額の

1/10以上の自己資金要件を満たす者として扱う）
⑤国の創業・第二創業促進補助金、東京都の創業助成金等申請資格付与


